
（仮訳） 

ロシア連邦大統領令  

   

 2022年８月５日付ロシア連邦大統領令第520号「若干の外国国家および国際機関の非友好的行動に関連した金融およ

び燃料エネルギー分野における特別経済的措置の適用について」の変更について 

 

 １．2022年８月５日付ロシア連邦大統領令第520号「若干の外国国家および国際機関の非友好的行動に関

連した金融および燃料エネルギー分野における特別経済的措置の適用について」（ロシア連邦法令集、2022、

No. 32、掲載番号5816；No. 50、掲載番号8889；2023、No. 52、掲載番号9593、公式法令情報インターネット

ポータル(www.pravo.gov.ru)、2024、２月26日、No. 0001202402260032）に、第３項を以下の文言とする旨の

変更を加える：  

 「３．本令に定める禁止措置は以下には適用されない： 

 a）2022年６月30日付大統領令第416号「若干の外国国家および国際機関の非友好的行動に関連する燃料エ

ネルギー分野における特別経済措置の適用について」および2022年７月14日付連邦法第320-FZ号「連邦法

『国有財産および地方自治体財産の民営化について』およびロシア連邦のいくつかの法令の改正についてな

らびに財産関係の規制に関する特異事項の設定について」によって規制される権利関係。ここには上記大統

領令にしたがって実行される取引（オペレーション）、上記連邦法にしたがって外国法人の支社（駐在事務

所）を有限責任会社としての事業体に変換する際に実行される取引（オペレーション）が含まれる； 

 b）ユニットインベストメントトラスト管理会社によって実行される、当該トラストまたはその資産に係

わる取引（オペレーション）、ただし後者は、その株式（持分）に係わる取引の実行が本令によって禁止さ

れているロシア法人の、当該資産に含まれている株式（持分）が、同法人の定款資本金の１％未満である場

合とする。本号の規定は、本令第１項に定める外国の者およびその支配下にある者による、同人たちに属す

る、それに係わる取引が本令によって禁止されているところの株式（持分）の、そうした株式（持分）をユ

ニットインベストメントトラストに含めるための同トラスト管理会社による信託管理への譲渡を目的とした

取引（オペレーション）には適用されない 。 

 ２．本令はそれが公布された日をもって発効する。 
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モスクワ、クレムリン 

2024年３月19日 

第199号 

  

  

http://www.pravo.gov.ru/

